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第７回建築構造調査士資格試験および第４回更新講習会の開催に向けて 

 

建築構造調査士運営委員長 中村 幸悦 

１．はじめに 

本年度より、山下前委員長に代わり、委員長に就任させていただきました。 

 引き続き建築構造調査士運営委員会を盛り立てて参りたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。 

本協会認定「建築構造調査士」資格制度では、これまで延べ２５５名の建築構造調査

士が誕生し、このうち更新者は、これまで延べ１５２名が更新手続きを済ませました。 

今年度は、本資格制度の運用７年目にあたり、新たに、第７回新規資格者を募ると共

に、第４回目の合格者にとっては既存資格の更新時期を迎える年でもあります。 

 

２．昨年、平成２７年度(２０１５年度)の第６回認定資格試験の実施状況 

平成２７年１０月２８日 資格認定テキスト講習会 

平成２７年１１月２７日 資格認定実技講習会・総合判定試験 

平成２８年 ２月１０日 建築構造調査士試験判定会 

平成２８年 ３月 ８日 平成２７年度資格認定試験合格発表(協会ＨＰに掲載中) 

平成２８年 ３月３０日 建築構造調査士「資格登録証」の交付・発行 

 

 

 

 

 

 

 

H27.10.28 テキスト講習会風景      H27.11.27 実技講習会風景  

    

３．建築構造調査士認定資格制度のあるべき姿 

  協会認定資格となる「建築構造調査士」とは、ＲＣ造・Ｓ造・これらの混合構造・組

積造等の建築物の耐震構造体の現状調査に対して実態を正しく捉え、的確に調査報告の

できる実績ある「調査技術者」を資格対象とするものであり、一方の調査結果に基づく

診断計算・評価・補強設計等を分担する一級建築士等の「診断技術者」とは、両翼の一

端を担うような相互関係にあるものと位置付けられます。 

 この資格制度の役割は、正会員・賛助会員各社の社員を対象として、建築構造物の調

査を実施する技術者の育成、資質の向上、耐震診断・耐震補強に関連した調査技術の共
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有化とともに、協会員の社会的基盤の確立、社会的地位の向上を志向するための一助と

なることが大きな目標であり、本協会員による責任ある調査活動の証として、この認定

資格制度を有効に活用することで、ニーズの拡大やさらなる発展が期待されます。 

 

４．本認定資格試験の受験要件 

   ●本協会の正会員、または賛助会員であること。 

   ●日頃の業務において、既存構造物の現地構造調査に対して、実態を正しく捉え、 

    的確に調査報告のできる経験ある調査技術者であること。 

●本協会の一員として、構造調査等を通して、本調査士資格を内外に広く活用、 

周知、普及していく強い意志を持つ調査技術者であること。 

  さらに、昨年度より①一級建築士、②二級建築士、③技術士の有資格者による受講の

場合、筆記による判定試験を免除とし、認定資格講習会(テキスト講習会・実技講習会)

の受講をもって合格とすることといたしました。 

 

５．今年、平成２８年度(２０１６年度)の第７回認定資格試験の開催日程 

  今年度の「建築構造調査士」認定資格試験(テキスト講習会・実技講習会)の日程は、

確定次第、後日、詳細を通知いたします。 

 

６．「建築構造調査士」認定資格の取得・登録 

 ●合否判定    ：テキスト・実技講習及び判定試験結果に基づき、当運営委員

会において合否判定を行い、年度内に合格者を決定する。 

   ●資格登録証の交付：受講合格者には、本協会認定の資格登録証を交付する。 

   ●登録の有効期限 ：合格後３年間とする。 

   ●登録の更新   ：有効期限年度の更新講習会を受 

    講しなければならない。 

   ●登録資格の表示 ：構造調査業務に就くときは、必 

   ず本資格証を携帯すること。 

   ●名刺への資格表示：「建築構造調査士(Strec)」と 

             表示すること。           「資格登録証」 

 

７．「資格更新のための講習会」の開催日程 

  資格更新では、指定された講習会への受講が必要条件となるので、講習会の日程が確

定次第、更新対象者に詳細を通知いたします。 

 

８．おわりに 

  本協会認定資格制度は、これまで以上に益々の資格制度の充実・向上に鋭意努めてま

いりますので、正会員・賛助会員の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 


